
　　　　　　　　　　主　　　　　文
　　　　　　本件控訴を棄却する。
　　　　　　　　　　理　　　　　由
　本件控訴の趣意は，検察官上田廣一作成の控訴趣意書に，これに対する答弁は，弁
護人宮川光治，同並木政一，同古谷和久共同作成の答弁書にそれぞれ記載されたと
おりであるから，これらを引用する。
　所論は，事実誤認の主張であるが，要するに，原判決は，「被告人は，不動産の賃貸
などを目的とする株式会社ａの代表取締役として同社の業務全般を統括していたもので
あるが，不動産等を担保とする金銭の貸付けなどを目的とするｂ株式会社のローン開発
部副部長として，事業ローン案件の貸出しに関する審査及び貸出しを担当し，同社の行
う金銭の貸付けに当たっては，同社の貸出規定等の定めを遵守するはもとより，あらか
じめ貸付先の営業状態，資産，資金使途等を精査するとともに，確実にして十分な担保
を徴求するなどして貸付金の回収に万全の措置を講ずるなど同社のため職務を誠実に
実行すべき任務を有していたＹと共謀の上，平成３年９月２７日ころから同年１２月１３日
ころまでの間，前後４回にわたり，ｂ株式会社において，株式会社ａなどの利益を図る目
的をもって，Ｙの上記任務に背き，同社には債務の返済能力がなく，かつ，十分な担保
を徴求することができないことから，同社に貸付けを行えばその回収が危ぶまれる状態
にあることを熟知しながら，十分な担保を徴求せず，貸付金の回収を確保するための万
全の措置を講ずることなく，実体のないｃ株式会社を介して株式会社ａに対し合計８５億
円を貸し付け，もってｂ株式会社に同額の損害を加えた。」との商法違反の公訴事実に
ついて，無罪の言渡しをしたが，被告人は，本件融資の担保不動産に担保価値がない
こと，及び，本件融資を実行することがｂ株式会社におけるＹの任務に違背することを認
識しながら，Ｙとの癒着関係に乗じて，Ｙに対し本件融資の実行を働きかけてＹと共謀
し，Ｙをしてその任務に違背させて本件融資を実行させたことが明らかであるのに，原判
決は，証拠の取捨選択及び評価を誤って，これらの点について事実を誤認した結果，商
法違反（特別背任罪）の事実につき，被告人に対して無罪を言い渡したものであって，そ
の誤認が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから，原判決は，到底破棄を免れな
い，というのである。
　そこで，記録を調査し，当審における事実取調べの結果も併せて検討すると，原判決
が，「一部無罪の理由」として判示するところは，当裁判所も正当として是認することがで
きる。以下，所論にかんがみ，付言する。なお，株式会社ａが，ｂ株式会社から，ｃ株式会
社を介して，平成３年９月２７日に２５億円，同年１１月１日に２０億円，同年１２月２日に
２０億円，同月１３日に２０億円，合計８５億円の融資を受けたことを本件融資というが，
以下においては，原判決に倣い，用語の使用につき略語を用いることがある。
　第１　担保不動産の担保価値について
　所論は，本件融資に際し，株式会社ａからｂ株式会社に対して提供された担保は，株
式会社ａが進めていた甲プロジェクトの対象用地のうち，原判決の別紙（一）の①ないし
④の土地（以下，それぞれ「担保①部分」，「担保②部分」，「担保③部分」，「担保④部
分」という。）であるが，その担保価値についての原判決の判断に誤りがあると主張し，
その理由として，(1)　担保評価における基礎数値と算定方法に誤りがあり，担保②及び
③部分の鑑定評価額は，１平方メートル当たり１６０５万円というｍ鑑定ではなく，ｍ供述
の１平方メートル当たり１５６２万円を採用すべきである，(2)　担保不動産は公簿面積に
より担保評価すべきであるのに，原判決は実測面積により担保評価している，(3)　本件
融資はすべて無担保であった，すなわち，担保①部分は，ｎ鑑定の２００億円，担保②及
び③部分は，ｍ供述の１平方メートル当たり１５６２万円を公簿面積と乗じた約３０１億円
であり，これに担保④部分の約９０億円を加算しても全体で約５９１億円にとどまり，原
判決認定のように，担保①ないし④部分の担保価値が合計６３５億７０００万円となるも
のではない上，不動産の担保評価額は，正常価格である各鑑定評価額を下回ることは
明らかであるのに，原判決は，鑑定評価額（正常価格）と担保評価額との差異を全く考
慮していない，と主張する。
　１　担保評価における基礎数値と算定方法の誤りの主張について
　(1)　所論は，原判決は，担保②及び③部分の担保価値について，検察官が主張する
とおりｍ鑑定を採用すべきであると判示しているが，そもそも，検察官は，原審におい
て，「別紙（二）の鑑定対象地の更地としての鑑定評価額は１平方メートル当たり約１６０
５万円であるから，より面積が狭く不整形な担保②及び③部分の土地のみを一体として
見た評価額は，本来，同鑑定対象地の評価額より低いと考えられるが，仮にこれと同じ
としても」と主張していたのであり，原判決も，検察官の主張を要約した部分において
は，「担保②及び③部分は多く見積もっても１６０５万円」と判示しているにもかかわら



ず，その結論においては，別紙（二）の鑑定対象地と担保②及び③部分の土地との面積
や形状などの差異を全く無視した上，ｍ鑑定の１平方メートル当たり１６０５万円という単
価が，あたかも検察官の主張であるかのようにすり替えて計算の根拠としているのであ
って，不当な認定であり，この点については，ｍが検察官調書（平成１２年４月３日付け）
で，「平成３年５月当時，私が，担保②及び③部分の土地のみを鑑定評価したならば，
その鑑定評価額は，株式会社ａが交換により所有権を取得することが予定されていたｗ
番<Ｓ>及びｗ番<Ｔ>の２筆の土地を加えて評価しても，１平方メートル当たり約１５６２万
円であった。」旨供述しているのであるから，担保②及び③部分の鑑定評価額としては，
原判決の認定した１平方メートル当たり１６０５万円ではなく，１５６２万円を採用すべきで
ある，と主張する。
　そこで，検討するに，記録によれば，原審においては，検察官は，担保②及び③部分
の土地については，公簿面積に基づいて，ｍ鑑定に従い１平方メートル当たり１６０５万
円とし，これに掛け目を見ることなく担保不動産の価値を主張していたのであり，原判決
が実測面積を採用し担保価値が増加したことから，控訴趣意書において，初めてこの点
を問題としてきたことが明らかである。検察官は，上記土地の評価については，そもそも
１６０５万円以外には主張も立証もしなかったのであって，この点が争点になるべきもの
であれば，本来，原審において主張され立証されなければならず，また，そうすることも
十分に可能であったはずである。担保②及び③部分の土地の評価について，当審にお
いて，原判決後の取調べに基づいて作成したｍ不動産鑑定士の供述調書（平成１２年４
月３日付け）を提出したが，原審での訴訟経過にかんがみると，刑事訴訟法３８２条の２
の趣旨に合致するか疑問なしとしないし，その供述調書の信用性についても疑問を生じ
させるものといえよう。
　この点はさておいても，ｍの検察官調書での鑑定評価についても疑問なしとしない。ｍ
の検察官調書（添付の意見書）によれば，ｍ鑑定の鑑定対象地（原判決の別紙（二）の
土地，Ａ２画地）から，ｗ番<Ｊ>，ｗ番<Ｋ>，ｗ番<Ｎ>，ｗ番<Ｏ>，ｗ番<Ｐ>，ｗ番<Ｒ>，ｗ番
<Ｕ>，ｗ番<Ｖ>の８筆を除いた３４筆の土地（Ａ３画地）について鑑定評価をしたものであ
り，Ａ２画地とＡ３画地の各個別的要因を検討し，Ａ３画地はＡ２画地と比較して，地積
（面積）においてマイナス１，画地の形状においてマイナス２，容積率においてプラス１と
査定し，Ａ２画地の評価額を１平方メートル当たり１６０５万円としたのに対して，Ａ３画地
については１平方メートル当たり１５６２万円となるというのである。
　ｍの上記意見書においては，Ａ２画地とＡ３画地の地積（面積）と形状の相違が重視さ
れているが，担保②ないし担保④部分は，これを一体的に見得る余地がないわけでは
ないから，この点を無視してＡ３画地の地積（面積）と形状をＡ２画地よりも大きなマイナ
ス要因とすることは相当でない。ｍ鑑定に基づき，担保②及び③部分の評価額を「１平
方メートル当たり１６０５万円」とした原判決の認定を不合理とすることはできない。
　(2)　なお，所論は，原判決が，担保③部分の担保評価額について，約９億３０００万円
であり，担保③部分の先順位担保権者であるｇローンの１１億円の債権については，そ
のうち約９億３０００万円のみが担保され，残る１億７０００万円は本件融資金に劣後する
旨判示しているのは誤りである，と主張する。
　関係証拠によると，新宿通りに面した担保③部分は，本件不動産の中でも最も高額な
土地であり，ｍ鑑定においても，担保③部分及びその周辺の画地を１平方メートル当た
り２３１１万円と鑑定評価しているのであり，これによれば，担保③部分の実測面積によ
る担保価値は約１３億３０００万円になる上，競売等により担保②及び③部分を一体とし
て換価処分する場合でも，担保③部分は新宿通りからの入り口に位置する極めて重要
な土地であるから，先順位担保権者であるｇローンにおいて，全体の平均価格（１平方メ
ートル当たり１６０５万円）による配当だけで換価処分に応じるはずはなく，ｇローンの１１
億円の債権の一部が本件融資金に劣後するなどということはあり得ず，ｇローンの被担
保債権１１億円は全額優先的に配当されることになるはずである。この点において，原
判決には誤りがあるが，この誤りは，いまだ，原判決の結論に影響はないというべきで
ある。
　２　担保不動産は公簿面積により担保評価すべきであるとの主張について
　(1)　所論は，公簿面積によって担保評価をすべきであったとし，その根拠として，隣接
土地所有者との境界紛争を生じる可能性は十分存在する，と主張する。
　しかしながら，原審においては，検察官が具体的にこの点を検討した様子は全くうか
がわれない。
　関係証拠によれば，原判決指摘のように，甲プロジェクト用地付近は，いわゆる縄延
びが相当あり，実測面積が公簿面積を相当上回ること，同プロジェクト用地の買収に際
しても，多くは実測面積により売買がなされていることが認められる上，担保①ないし担



保④部分は，それぞれ単体の土地ではなく，一団となっている状況にあって，隣接所有
者との境界紛争の可能性は考慮する必要性に乏しいといえるから，担保評価に当たっ
ても，公簿面積によらず，実測面積によることが許されるというべきであって，これに基
づき算定することは不合理といえない（ただし，実測面積が不明の部分については公簿
面積によることになる。）。
　また，ｂ株式会社からの株式会社ａへの本件融資は，本来，土地買収代金（地上げ費
用）の融資であるから，本件用地のように実測面積が公簿面積を相当上回っている場
合には，実測面積に応じた融資がなければ，土地の買収はできないことになるのであっ
て，担保評価において実測面積を基準にしても不合理ではない。
　(2)　所論指摘のとおり，ｂ株式会社の鑑定評価規程８条１項には，「土地（自用地，借
地を問わない）の公簿面積と実測面積が相違する場合においては，原則としていずれ
か小さい方を計算面積に採用するものとする。ただし，両者に著しい相違がある場合に
おいては，実情に応じ地積，図面の訂正を要するものとする。」と明記され，ｂ株式会社
の常務取締役で不動産鑑定士の資格を有するＰ１は，原審公判において，「公簿面積と
実測面積が相違する場合，面積の少ない方を採用することが担保評価の鉄則であり，
地積訂正がなされない限り，公簿面積より大きい実測面積を計算の根拠とすることは許
されない。担保評価において，将来周辺の土地を買収するので境界紛争が生じる恐れ
はないとの考え方はできない。」旨証言しているが，これは，本件融資を実行した貸手の
ｂ株式会社の担保評価の原則であって，借り手の株式会社ａ側から見た場合にも当然
当てはまるとはいえない。確かに，本件において認定すべき適正な担保評価額は，本件
融資当時，Ｙがｂ株式会社の融資担当者として担保評価すべきであった額であるが，借
り手である被告人ら株式会社ａ側が，ｂ株式会社の担保評価の基準を理解し，又ｂ株式
会社が公簿面積に基づいて担保評価しているものと認識し，同社側が実測面積に基づ
いて担保評価することなど期待していなかったとは，関係証拠上認定するには至らない
のである。
　(3)　本件融資の各担保不動産の公簿面積と実測面積とを比較した場合の増加率は，
担保①部分の土地が約１３．４３パーセント（公簿面積１０８３．７２平方メートル，実測面
積合計１２２９．３２平方メートル），担保②部分及び担保③部分の土地が約３．５９パー
セント（公簿面積１９５２．５９平方メートル，実測面積については，原判決認定の１９８３．
１４平方メートルではなく，当審で取り調べた平成１２年４月２４日付け捜査報告書記載
の２０２２．８２平方メートルを用いる。），担保④部分の土地が約４９．９２パーセント（公
簿面積５８１．６４平方メートル，実測面積８７２．０３平方メートル）と，相当程度の増加が
見られるのである。そして，その土地の評価額を考慮すると，相当高額の増加が生じる
のであって，この土地の面積，評価額の増加を無視することは相当でない。
　(4)　所論は，ｍ鑑定やｎ鑑定が公簿面積に基づいて鑑定評価していることや，ｇローン
の融資担当者も公簿面積によって担保評価していることを根拠に，公簿面積に基づい
て担保評価するのが金融機関の慣行であった，と主張する。
　確かに，一般論としては，地積の更正登記が済んでいない土地については，公簿面積
によって担保評価することは固い金融実務といえよう。しかし，上記鑑定は，公簿面積を
前提条件として評価しているだけであって，これを金融機関がどのように活用するかま
で拘束するものではない。実測面積で担保評価することに合理性があれば，鑑定評価
によって算出された平方メートル単価を参考にして，実測面積に基づき全体の担保評価
を計算することは不当とはいえない。そして，本件においては，本件融資に際し提供した
担保物件の担保価値について，被告人がｂ株式会社の融資担当者であるＹと意見を交
わしたことを認めるに足りる証拠はないのであって，所論は採用の限りでない。
　３　本件融資はすべて無担保であったとの主張について
　(1)　所論は，本件不動産において，公簿面積により担保評価すると，担保①ないし③
部分の鑑定評価額をそのまま担保評価額とした場合，担保①部分（公簿面積合計１０８
３．７２平方メートル）は，ｎ鑑定の２００億円であり，担保②及び③部分は，公簿面積合
計１９２７．３６平方メートルにｍ供述の１平方メートル当たり１５６２万円を乗じた合計約
３０１億円となり，これらに担保④部分の約９０億円を加算しても，全体で約５９１億円と
なるにとどまり，既設定担保権の被担保債権合計６０１億円に及ばないから，本件融資
がすべて実質無担保であったことは明らかである（なお，担保②及び③部分について，
仮に，ｍ鑑定の１平方メートル当たり約１６０５万円をそのまま採用したとしても，同部分
の担保評価額は合計約３０９億円で，全体で約５９９億円となるから，本件融資がすべて
実質無担保であったとの結論には変わりはない。），と主張する。
　（なお，担保②及び③部分の公簿面積は，甲２２１によれば，１９５２．５９平方メートル
であるから，検察官の主張する１平方メートル当たり１５６２万円を乗じると，約３０５億円



となる。）
　しかしながら，本件不動産の担保評価において，公簿面積ではなく実測面積を基準に
し，担保②及び③部分についてｍ鑑定に従い１平方メートル当たり１６０５万円と評価す
ることが不合理といえないことは，先に述べたとおりであるから，所論は，まず，この点
において採用の限りでない。
　(2)　所論は，ｎ鑑定及びｍ鑑定の鑑定評価額は，いずれも「正常価格」，すなわち，
「市場性を有する不動産について合理的な自由市場で形成されるであろう市場価値を
表示する適正な価格」であることが，各鑑定書の記載から明らかであるところ，金融機
関が担保を徴求するのは，債務者が将来債務不履行に陥った場合に競売等の換価処
分によって債権を回収するためであるから，買い手の有無にかかわらず，いわば売り手
である金融機関側の処分の必要性が先行し，その結果，担保価値は「合理的な自由市
場で形成される市場価値」よりも必然的に低額になるのであって，この点につき，ｂ株式
会社の「事務マニュアル２（担保評価の手引き）」にも，「担保の査定価格は正常価格か
ら担保リスク（いわゆる掛け目）を引いたものであり，担保としての安全性を確保できる
最高の価格を言う。」と明記されているのであり，したがって，担保①ないし③部分の実
際の担保評価額が正常価格である各鑑定評価額を下回ることは明らかであり，被告人
においても，金融機関による担保評価額が正常価格である鑑定評価額よりも低額であ
ることを認識していたものであるのに，原判決は，鑑定評価額，すなわち正常価格と担
保評価額との差異を全く考慮せずに，これを単純に同一視して，不当な結論を導いたも
のであって，その判断は明らかに誤っている，と主張する。
　しかしながら，掛け目をもって担保評価するのが正当であるというのであれば，検察官
はこの点についても原審で具体的に主張立証すべきであり，控訴審でいきなり争点とす
ることは当を得ないということもできる。
　この点はさておき，不動産の担保評価に当たっては，一般的にその時価よりも低い金
額でしか融資しないこと，いわゆる掛け目が考慮されていることは否定できない。しか
し，関係証拠によれば，株式会社ａは，ｂ株式会社にとっては最も重要度の高い拠点会
社と位置づけられており，拠点会社である株式会社ａに対する支援という観点から見れ
ば，実際の担保価値一杯まで融資することが経営判断として必ずしも不合理とはいえな
い上，大型プロジェクト融資にあっては，開発のスケールメリットは大きく，買収が完成す
れば担保不動産の価値は飛躍的に増大する可能性を秘めているのである。
　そもそも担保リスク（いわゆる掛け目）は，融資を行う金融機関において問題になること
であり，借り手である被告人ら株式会社ａ側で検討すべきことではない。被告人は，原審
公判において，「私としては，時価評価額を踏まえて借入希望金額を金融機関に示すだ
けで，後は金融機関が考えることであり，担保評価について自分からの説明はしていな
い。担保評価は各金融機関で異なる。」，「捜査段階で，Ｂ価は，金融機関から見て融資
可能な評価額，すなわち担保評価額と述べているが，そうではなく，Ｂ価は，借入希望
額であり，Ｃ価は，売却可能金額のことである。私としては，抵当証券価額は，時価の７
０パーセントということは知っていたが，金融機関の担保評価額は分からない。」旨供述
しているが，この供述を不合理として排斥するわけにはいかない。
   ちなみに，検察官が当審において提出した社団法人日本不動産鑑定協会作成の「担
保不動産の鑑定評価」によると，融資額査定の基礎として求められるべき価格は，合理
的な市場において形成される客観的・妥当性のある正常価格でなければならないとした
上，金融機関の融資実務においては，鑑定評価額に物的リスクに基づく「担保掛け目」
（対象不動産の個別的要因に起因する価格低下要因，一般的要因，及び地域要因に起
因する価格低下要因）を乗じて担保価格を求め，担保価格に対して人的リスクに基づく
「融資掛け目」（債務者の信用力の低下による弁済能力の低下，融資条件による弁済不
能の可能性の増大）を乗じて融資限度額を求め，その範囲で融資を行う手順となるが，
「担保掛け目」，「融資掛け目」の割合は，金融機関の経験と営業政策により決定され，
金融機関によっては，融資政策によって「担保掛け目」のみ，又は「融資掛け目」のみ適
用したり，両方共に適用しない場合がある，としているのであって，担保不動産の掛け目
については，専ら各金融機関の経験と営業政策によって決められることを明らかにして
いるのである。融資金の借り手において，この掛け目の割合を正確に把握できないこと
は当然のことといえよう。
　(3)　所論は，結論として，担保①ないし④部分の担保価値を合計６３５億７０００万円と
した原判決の認定は誤りである，と主張する。
　しかし，以上によれば，原判決認定のように，担保①部分は，ｎ鑑定に従い１平方メー
トル当たり１８５０万円と実測面積合計１２２９．３２平方メートルを乗じて約２２７億４０００
万円，担保②部分は，ｍ鑑定に従い１平方メートル当たり１６０５万円と実測面積合計１



９２５.５平方メートルを乗じて約３０９億円，担保③部分は，前同様１平方メートル当たり
１６０５万円と実測面積合計５７.６４平方メートルを乗じて約９億３０００万円で，担保①な
いし③部分の担保価値の合計は約５４５億７０００万円となり，これに担保④部分の合計
約９０億円を加算すると，担保①ないし④部分の担保価値は合計約６３５億７０００万円
となる。
　そして，原判決の認定する担保権の設定状況（本件融資直前の各担保部分の担保設
定状況は，原判決５７頁ないし５９頁に判示するとおりである。）からすると，担保①ない
し担保③部分で，ｈ抵当信用の７０億円全額，ｉリースの４２０億円全額，ｇローンの１１億
円全額（なお，原判決は，ｇローンの１１億円のうちの約９億３０００万円が担保され，残り
１億７０００万円は本件融資金に劣後すると判示しているが，これが誤りであることは，
既に述べたとおりである。），ｂ株式会社の１００億円のうち，約４４億７０００万円が優先
して担保されることになるから，結局，担保④部分の担保余力は，ｂ株式会社の残債権
約５５億３０００万円を控除した残りとなる。担保④部分の担保価値は，これを担保②及
び③部分と切り離して評価した場合，合計で約９０億円となるから（なお，このほか，甲ｘ
番<Ｗ>の土地は約４億４０００万円の担保価値があるが，ここでは一応考慮の外に置
く。），ここからｂ株式会社の上記残債権約５５億３０００万円を控除すると，担保④部分
の担保余力は約３４億７０００万円となり，本件融資は，平成３年９月２７日になされた２５
億円については，相応の担保はあったけれども，同年１１月１日になされた２０億円につ
いては，その半額について担保不足となり，その後になされた合計４０億円について，無
担保であったと認めることができる。
　したがって，本件融資はすべて無担保であったとする検察官の主張は採用できない。
　第２　担保価値に関する被告人の認識についての主張について
　所論は，原判決が，担保価値に関する被告人の認識について，「本件融資当時，被告
人が，提供した担保について，担保不足であると認識していたとするにはなお合理的な
疑いが残ると言うべきである。」と認定したのは誤りである，と主張し，その理由とし
て，(1)　担保①部分の担保価値に関する被告人の認識に係る認定に誤りがあり，被告
人は公簿面積についての価格と理解していた，(2)　控訴趣意書の別紙（一）記載の担保
④Ａ部分は担保②及び③部分と一体評価できない上，担保評価の主体は被告人ではな
く金融機関であり，担保④Ａ部分について虫食い状態が解消される見通しはなかった
し，土地上の建物に賃借人が居住していることは隣接地との一体評価の妨げにな
る，(3)　ｏ鑑定に基づいて担保価値に関する被告人の認識を認定することは誤りであ
る，(4)　被告人の捜査段階の自白は十分信用できる，と主張する。
　１　担保①部分の担保価値に関する被告人の認識について
　所論は，被告人は，捜査段階において，「ｎ鑑定によれば，担保①部分の土地の時価
は２００億円であり，これは坪単価６１００万円でした。」旨供述しているように，本件融資
当時，被告人が認識していたのは，担保①部分全体の公簿面積に基づく鑑定評価額と
その坪単価だけであり，本件の全証拠に照らしても，被告人が，原判決認定のように，
担保①部分の実測面積を計算して，これにｎ鑑定の１平方メートル当たりの単価を乗じ，
担保①部分の担保評価額を計算し直したなどということは全く認められない，と主張す
る。　
　関係証拠によると，ｄ銀行不動産鑑定部において不動産鑑定業務に従事し，不動産鑑
定士の資格を有していたｎは，平成３年６月下旬ころ，ｈ抵当信用の担当者から，担保①
部分について抵当証券を発行するに当たり，鑑定評価書の作成を依頼されて，担保①
部分の土地の正式鑑定を実施した結果，同年７月１日時点における更地としての鑑定
評価額は，１平方メートル当たり１８５０万円で，これに公簿面積１０８３．７２平方メートル
を乗じて２００億円と評価したことが認められる。そして，被告人は，原審公判において，
「担保①部分は，１坪当たり８０００万円近くの評価はあると思っていた。」と供述している
が，原判決判示のとおり，担保①部分とその余の担保部分との間には私道が介在して
いるから，これを一体評価することは許されないところ，被告人は，平成３年７月に実施
されたｎ鑑定において，担保①部分の評価額が１平方メートル当たり１８５０万円とされ
ていたのを認識していたと認められるから，担保①部分が１坪当たり８０００万円近くの
評価はあると思っていた旨の被告人の供述は信用できず，担保①部分の担保評価につ
いては，ｎ鑑定による実測面積の評価額である約２２７億４０００万円（１８５０万円×実
測面積１２２９．３２平方メートル）と認識していたと推認できる。
　確かに，所論の援用する被告人の検察官調書には，所論指摘の供述記載がある。し
かしながら，同調書の信用性全般については，後に判断を示すことにするが，同調書で
は，担保①部分について，実測面積が３２８坪とされているところ，担保①部分の実測面
積は１２２９．３２平方メートル（約３７１．８坪）であって，３２８坪（約１０８４平方メートル）



というのは公簿面積であると認められれ，同調書（自白調書）は，公簿面積によるものと
実測面積によるものとが混在しているのであって，同調書の所論指摘部分を根拠に，本
件融資当時，被告人が認識していたのは，担保①部分全体の公簿面積に基づく鑑定評
価額とその坪単価だけであるということはできない（なお，同調書には，「外苑西通りは，
実測面積が３２８坪ということですので，担保評価としては，全体として約１８０億円の担
保評価ということになります。」との供述記載があることからすると，同記載自体からし
て，被告人は担保評価に当たっては，実測面積を基準にしていたとも見得るのであ
る。）。そして，先に述べたように，甲プロジェクト用地付近は，いわゆる縄延びが相当あ
り，実測面積が公簿面積を相当上回ること，同プロジェクト用地の買収に際しても，多く
は実測面積により売買がなされていること，被告人ら株式会社ａ側のように，金融機関
から融資を受ける者としては，できる限り有利な条件で融資を受けたいと願うのは当然
であることなどに照らすと，被告人が本件計画地の担保価値を考える際には，自己に有
利な実測面積で計算していたと推認しても決して不合理とはいえない。
　したがって，被告人が，担保①部分の担保評価については，ｎ鑑定による実測面積の
評価額である約２２７億４０００万円と認識していたと認められるとした原判決の認定が
誤りとはいえない。
　２　担保④Ａ部分は担保②及び③部分と一体評価できないとの主張について
　(1)　所論は，融資に際して担保評価を行うのは，あくまでも金融機関であって，融資を
受ける者ではないのであり，本件において認定すべき担保価値に関する被告人の認識
は，借り手である被告人が自己に有利に期待ないし希望する担保価値ではなく，金融機
関がどの程度の担保評価をするかについての被告人の認識である，被告人は，捜査段
階において，「株式会社ａの事業収益からの貸付金の回収について，客観的にかなりの
不安があった平成３年９月ころ，貸手側がかなり厳しい担保評価をするであろうことは，
それまでの経験で分かっていた。本件担保不動産について，貸手側から見た妥当な担
保価値をまとめると合計約５７８億円になり，これくらいの数字が，私が納得するしない
にかかわらず，当時の貸手側から見た担保評価の適当な数字だった。」旨，すべて貸手
側から見た担保評価という観点から述べており，また，「私の場合，土地を買ってそのま
ま転売するようなことはせず，個々の土地を安く仕入れて一体として付加価値をつけ，そ
の土地上に建てるビルや収益率についても計画を立てた上で，最低これくらいは融資で
きるはずだという案をもって金融機関に借入れを申し込み，交渉に臨んでいた。私は，
実際に買収や建築にかかると予想した費用つまり原価を『Ａ価』，金融機関に対する説
明用として，金融機関ならこれくらいは評価してくれるだろうという金額を『Ｂ価』，完成し
たビルやプロジェクトを販売する際の国土利用計画法上の売却上限価格を『Ｃ価』と呼
んでいた。Ａ価，Ｂ価，Ｃ価は，それぞれ価格がかなり違っていたし，使う相手や時期に
よっても何度も書き直していた。私は，Ｂ価を，金融機関から見て融資可能な評価，すな
わち担保評価額と同じような意味として使っていた。」旨述べているとおり，金融機関か
ら融資を受けて用地買収事業を行う者としては，自己の借入希望額のみならず金融機
関側から見た担保評価を想定して事業計画を策定した上，金融機関と交渉して互いの
妥協点を見出し，融資を受けて事業を展開するのが当然であり，金融機関側の担保評
価を考慮しなければ，そもそも実現可能な事業計画を策定し得ない，と主張する。
　しかし，被告人は，金融機関の融資担当者ではなく不動産事業の完成を目指していた
事業家なのであるから，金融機関の立場に立って担保評価するわけがなく，またできる
わけがない。その立場からは，貸手の側に立った融資可能額の想定はある程度行うも
のの，所有不動産の担保価値としてはできるだけ高めに考えることは何ら不自然なこと
ではない。すなわち，金融機関から融資を受ける者としては，できる限り有利な条件で融
資を受けたいと願うのは当然であって，必ずしも融資担当者と同様の観点から担保評価
しなければならないいわれはないのである。被告人も，前記検察官調書において，「担
保評価というのは，かなりいい加減なところがあり，借入先によってもまちまちでしたし，
ノンバンクなどは高金利を取る代わりに担保評価に甘いところがありました。それまでの
取引の中で，ｉリースなどは非常に厳しい方でしたが，ｂ株式会社やｅ銀行は比較的甘か
ったと思う。」旨供述しているように，金融機関の担保評価や鑑定評価規程等について
知らない被告人が，金融機関の立場から担保評価することは困難である。仮に金融機
関から見た担保評価額を想定したとしても，被告人のようにプロジェクト事業を計画して
いる者としては，できる限り有利な条件で融資を受け，用地買収等の事業を遂行したい
と願うのは当然であろう。
　なお，所論は，被告人が原審公判で，「Ｃ価は売却可能金額，すなわち比較的売りや
すい金額であり，Ｂ価は借入希望額，すなわち仕入予定価格に事業期間の金利や本社
経費等を加えたものである。『Ｃ価が国土利用計画法上の売却上限価格であり，Ｂ価が



金融機関側の融資可能額，担保評価額である。』とする捜査段階の供述は誤りであり，
そのようなことは検事に話していない。私は，金融機関の立場で担保評価したことはな
いし，金融機関がどのような担保評価をするかは分からない。」旨弁解するのは，虚偽
である，と主張するが，上記のとおり，被告人としては，金融機関から用地買収資金等を
借り入れるに際して，金融機関の側に立った融資可能額（担保評価額）の想定はある程
度行うものの，これが金融機関の正確な担保評価額であるはずがなく，また，これに基
づいて融資申込みをするわけではないから，所有不動産の担保価値としてはできるだ
け高めに考えることは何ら不自然なことではなく，上記の供述が虚偽というわけにはい
かない。また，所論は，ｏ鑑定に二通りの鑑定評価額が存する理由について，「一つは
売却上限価格，もう一つは金融機関から見た担保評価額であり，それが知りたくて二通
りの鑑定をお願いした。」旨の被告人の原審公判供述は，捜査段階の供述と合致する
から，被告人の前記弁解は虚偽である，と主張するが，金融機関の側に立った融資可
能額（担保評価額）を知ってこれを融資申込みの参考にするとしても何ら異とするに足り
ない。
　(2)　所論は，担保④Ａ部分について虫食い状態が解消される見通しはなかった上，土
地上の建物に賃借人が居住していることは隣接地との一体評価の妨げになる，と主張
する。
　この点に関し，被告人は，原審公判において，「本件融資当時，担保②及び③部分，
並びに私道を挟んだ北側のｙ番<Ｘ>及びｙ番<Ｙ>土地を除く担保④部分を一体として評
価していた。」旨供述している。
　関係証拠によれば，原判決判示のとおり，本件融資当時，株式会社ａは，担保④部分
のうち，ｗ番<Ｊ>，ｗ番<Ｏ>の共有持分約６分の１，ｗ番<Ｑ>とｗ番<Ｕ>の間に存するｗ番
<Ｐ>の土地買収が未了であったことが認められ，これらの事情は，ｙ番<Ｘ>及びｙ番<Ｙ>
の土地を除く担保④部分と担保②及び担保③部分とを一体評価する妨げになるという
べきで，金融機関の担当者がこれを担保に徴する場合，債権の保全の確実性という観
点から，これらを一体のものと評価することは許されないものといわなければならない。
しかし，金融機関から融資を受ける者としては，できる限り有利な条件で融資を受けた
いと願うのは当然で，必ずしも融資担当者と同様の観点から担保評価しなければならな
いいわれはなく，未買収の土地があっても，近い将来これを買収でき，用地の形が整う
とともに，買収済みの用地と接続することができる（いわゆる虫食い状態を解消できる）
との見込みがあれば，これを一体のものとして担保評価を考えたとしても，あながち不
合理であるとは断じ得ないというべきである。
　そして，本件融資当時，未買収であった共有持分，土地についての買収に関する交渉
状況は，次のとおりであった。
　ア　関係証拠によれば，株式会社ａから買収の委託を受けていたｊコンサルタントは，ｗ
番<Ｊ>及びｗ番<Ｏ>の土地の共有持分の約６分の５と同地上にある「マンションｋ」の共
有持分について，権利者であるｑとの間で，平成３年２月２日に売買契約を締結し，同年
８月２１日までに売買代金を全額支払ったほか，ｗ番<Ｊ>及びｗ番<Ｏ>の土地の残共有
持分約６分の１と「マンションｋ」の残共有持分については，権利者であるｒに対して，同
年８月２１日に補償金名下に３０００万円を支払い，その後同人から売却の約束を取り付
けたことが認められる。
　そうすると，本件融資当時，上記買収の交渉状況につきｊコンサルタントの代表取締役
ｓから報告を受けていた被告人としては，ｗ番<Ｊ>及びｗ番<Ｏ>の土地並びに同地上の
マンションの残共有持分の取得について，相当の見通しを有していたものと認められ
る。
　イ　関係証拠によれば，ｊコンサルタントは，平成２年１０月ころ，ｗ番<Ｐ>の土地の所有
者ｔとともに，国土利用計画法所定の土地売買届出書を提出したこと，その後，平成３年
２月１６日には同土地の測量を依頼し，ｔはこれを容認したことが認められる。
　ｔは，同土地を売る意思は全くなかったと供述しているが，上記認定の事実によると，ｔ
において，土地を売る意思が全くなかったとは考え難く，むしろ，備忘録に「採算合わず
と決別する」旨の記載があることからすれば，同人は金額次第では売却する意思があっ
たと認めるのが相当である。したがって，被告人において，本件融資当時，上記土地を
取得できるとの見通しを相当程度有していたとしても，不合理とはいえない。
　ウ　このように，被告人においては，本件融資当時，ｗ番<Ｊ>及びｗ番<Ｏ>の土地並び
に同地上の建物の残りの共有持分，ｗ番<Ｐ>の土地について，これを取得できるとの見
通しを有していたことは否定できない。また，これに要する買収資金についても，関係証
拠によれば，本件融資開始当時，ｉリースの融資枠の残りが約７４億円であったのである
から，被告人において，買収が可能であると認識したとしても，不合理とはいえない。な



お，ｗ番<Ｓ>，ｗ番<Ｔ>の土地については，本件融資当時，土地所有者との間で，甲プロ
ジェクトの用地外に株式会社ａが所有していた甲ｘ番<Ｗ>の土地と交換する旨の合意が
成立していた。
　そして，本件においては，本件融資に際し提供した担保物件の担保価値について，被
告人がＹと意見を交わしたことを認めるに足りる証拠はない。そうすると，金融機関の担
当者でない被告人が，買収の見通しがあることを前提に，ｙ番<Ｘ>及びｙ番<Ｙ>の土地を
除く担保④部分を，担保②及び担保③部分と一体であるとした上で，その担保価値を評
価したとしても，必ずしも不合理とはいえないというべきである。
　ところで，ｍ及びｏは，担保④部分のうち，ｗ番<Ｊ>，ｗ番<Ｏ>，ｗ番<Ｕ>及びｗ番<Ｖ>の
土地上にはマンションがあり，その居住者の一部と立ち退き交渉がまとまっていなかっ
たことから，この部分を担保②及び担保③部分と一体評価することはできないと供述し
ている。
　確かに，関係証拠によれば，同地上に存するマンションの居住者との立ち退き交渉
は，相当程度進展していたけれども，他方，交渉が難航していた居住者もいたことが認
められる。しかし，マンションの居住者がいることが，直ちに土地を一体評価することの
妨げになると考えることには疑問があり，金融機関から融資を受ける者としては，土地
上に存する建物居住者との立ち退き交渉が完了していなかったとしても，これを一体評
価の妨げになるとは考えず，一体評価をした上で，これから相応の立退料等を減価しさ
えすればよいと考えたとしても，これを不合理とはいえない。
　以上のとおり，ｙ番<Ｘ>及びｙ番<Ｙ>の土地を除く担保④部分を，担保②及び担保③部
分と一体であると評価したとの被告人の原審公判供述は排斥できない。
　(3)　所論は，①　ｗ番<Ｊ>及びｗ番<Ｏ>の土地と同土地上のマンション「マンションｋ」に
ついては，ｑに対する売買代金の当初の支払期限は平成３年３月３０日であったのに，
株式会社ａはこれを準備できなかったため，同年８月３０日まで支払期限を延長し，その
間に合計６３３０万円もの遅延損害金を支払っていること，ｒの共有持分については，平
成４年５月ころに至って口頭で売却の約束を取り付けたにすぎない上，そのころには，株
式会社ａの買収資金はすでに枯渇しており，その後も正式な売買契約の締結に至らな
かったこと，②　ｗ番<Ｐ>の土地については，平成２年１０月に国土利用計画法所定の土
地売買届出書を提出し，平成３年２月に同土地の測量をしたことは認められるが，ｔから
売却を断られたため，平成３年中は買収交渉は全く行われなかったこと，そのため，被
告人は，平成４年１月ころ，ｓに対し，ｔが同土地の売却に合意した旨の虚偽の協定書を
作成するように指示していること，③　買収資金の点についても，１回目の本件融資が
実行された平成３年９月２７日時点で，ｉリースの融資枠の残りが約７４億円あったことは
事実であるが，２回目の本件融資が実行された平成３年１１月１日時点では，同融資の
残りは約４９億４０００万円に減少している上，上記のようにｒ及びｔとの買収交渉状況か
らして，被告人において，本件融資当時，ｉリースの融資枠の残りを優先的にこれらの買
収資金に充てるとの意思を有していたとは到底認められない，と主張するが，これらの
事実自体からしても，「被告人が本件融資当時，これらの土地を取得できるとの見通し
を相当程度有していたとしても，不合理とはいえない。」，「これに要する買収資金につい
ても，本件融資開始当時，ｉリースの融資枠の残りが約７４億円であったのであるから，
被告人において，買収可能であると認識したとしても，不合理とはいえない。」とする原
判決の認定が左右されるものではない。
　(4)　所論は，本件融資当時，担保④Ａ部分には，ｗ番<Ｊ>及びｗ番<Ｏ>の土地上に鉄
筋コンクリート造陸屋根６階建の「マンションｋ」が，ｗ番<Ｖ>の土地上に木造瓦葺２階建
２棟の「ハイツｌ」がそれぞれ存在していたところ，「マンションｋ」については，上記のとお
り持分権が買収未了であった上，いずれの共同住宅についても現に賃借人が居住して
立ち退き交渉がまとまっておらず，建物の取り壊しができない状態であったから，担保④
Ａ部分の土地とこれに隣接する担保②及び担保③部分の土地を一体利用することは不
可能な現況にあり，また，一体利用が不可能な土地を競売等により一括して換価処分
することが困難であることは自明であるから，その担保評価において，担保④Ａ部分を
担保②及び担保③部分と一体評価することはできないとするｍ及びｏの不動産鑑定士
の供述は，極めて自然かつ合理的であるのに，原判決は独自の考えに基づき一体評価
したものであって，不当である，と主張する。
　しかしながら，関係証拠によれば，「マンションｋ」については，上記のとおりの買収交
渉状況であり，「ハイツｌ」については，同マンションの所有者との間で売買契約が成立
し，同マンションの賃借人７人のうち６人は明渡しを承諾し，１名のｕは明渡料でごねて，
当面の明渡しを諦め中断していた（同人についても，その要求する金額をのめば容易に
明渡しをすることは可能である。）ことが認められるところ，このような立ち退き交渉がま



とまる見込みのある状況の下においては，「マンション居住者がいることが，直ちに土地
を一体評価することの妨げになると考えることには疑問があり，金融機関から融資を受
ける者としては，土地上に存する建物居住者との立ち退き交渉が完了していなかったと
しても，これが一体評価の妨げになるとは考えず，一体評価をした上で，これから相応
の立退料等を減価しさえすればよいと考えたとしても，これを不合理とはいえない。」旨
の原判決の判示を不当とすることはできない。
　所論の援用する不動産鑑定士のｎの検察官調書中には，「底土とその上の建物の買
収が完了し，その建物の賃借人の立ち退きが未了である場合において，その底土と既
に買収を終えた隣接の更地とがつながっている場合には，鑑定評価上，一応両方の土
地は一体のものとして把握することになりますが，・・・また，賃借人の立ち退きが未了で
あるとか共有持分権者の一部の持分権の買収が未了であることなどの事情により，使
用収益が制約されている土地とこれに隣接する更地とがつながっている場合，両方の
土地は，鑑定評価上，一応一体の土地として把握することになるとしても，土地利用の
観点からは両方の土地の一体利用は不可能であり，このことも鑑定評価における大き
な減価要因となります。」との供述記載もあるのであって，所論のように，原判決の判断
が専門家である不動産鑑定士の各供述を無視した独自の見解であるということはでき
ない。
　３　ｏ鑑定に基づいて担保価値に関する被告人の認識を認定することは誤りであると
の主張について
　(1)　所論は，原判決が，担保②ないし担保④Ａ，Ｂ部分の担保評価につき，被告人に
おいて，本件当時，ｏ鑑定の「売却可能上限価格」の評価額，１平方メートル当たり２３２
０万円を採用できると認識していたとしても不合理ではないとしたことに対し，この場合
本来ｏ鑑定のもう一つの鑑定評価額である「金融機関から見た担保評価額」，１平方メ
ートル当たり１９３０万円を採用すべきであって，原判決は不適切な証拠評価をしてい
る，と主張する。
　しかし，被告人は，金融機関の融資担当者ではなく不動産事業の完成を目指していた
事業家なのであるから，金融機関の立場に立って担保評価するわけがなく，またできる
わけがない。その立場からは，貸手の側に立った融資可能額の想定はある程度行うも
のの，所有不動産の担保価値としてはできるだけ高めに考えることは何ら不自然なこと
ではない。
　(2)　また，所論は，本件融資当時の担保②ないし④Ａ，Ｂ部分の現況は，未買収地が
存し，一部には賃借人が居住する建物が存在するなど虫食い状態であり，新宿通りに
通じる土地の間口が狭小であるなど，ｏ鑑定の鑑定対象地に比し明らかに担保価値が
劣る状態であったから，同鑑定が，本件融資当時に被告人が認識していた担保価値を
認定する積極的な根拠にはなり得ないし，株式会社ａが新宿通りに接道する土地部分
につき売買契約や売買協定を成立させていても，本件融資当時の被告人の担保評価に
ついての認識とは関係なく，またその契約等を締結した土地部分についても一部の土
地以外は結果として買収に失敗しているのであるから，当時新宿通りに面した土地部分
を買収できる見込みがないことは被告人も認識していたのであり，結局本件当時，被告
人がｏ鑑定による評価額を採用できるなどと認識していたはずはない，と主張する。
　しかし，上記のとおり，被告人は担保②ないし④部分の虫食い状態が解消されるとの
見通しを有していたものであり，被告人は，本件当時，新宿通りに面した土地を買収す
ることは十分できると考えていたが，資金投下するならまず「できるだけ面積の大きいと
ころ，しかも付加価値も高まるところ」という観点で裏地から買収していったのである。事
実，新宿通りに面した土地部分につき売買契約等を締結したが，ただ，結果として資金
事情で残代金等が支払えず買収できなかったのである。
　確かに，ｏが鑑定の対象とした部分と担保②部分ないし担保④部分とを比較すれば，
後者が新宿通りに通じる用地の間口が狭小であるなどの事情が認められるところ，前
記ｍは，このような場合でも，いわゆる虫食いの状態が解消されれば（前記認定のとお
り，被告人は，このような虫食い状態が解消されるとの見通しを有していた。），総合設
計制度による容積率の割増しが認められる余地があることを認めている上，関係証拠
によれば，株式会社ａは，新宿通りに面したｖ番<Ａ>，ｖ番<Ｃ>ないし<Ｅ>，ｖ番<Ｆ>，<Ｇ>，
ｗ番<Ｌ>及びｗ番<Ｍ>の各土地について，平成３年９月から平成４年２月にかけて売買
契約を締結したり，買い受ける旨の合意を成立させていることが認められるから，被告
人において，ｙ番<Ｘ>及びｙ番<Ｙ>の土地を除く担保④部分と担保②，③部分の担保価値
についても，ｏ鑑定による評価額が採用できると認識していたとしても，あながち不合理
ということはできない。
　(3)　所論は，株式会社ａが，平成３年９月から平成４年２月にかけて，売買契約を締結



したｖ番<Ａ>，ｖ番<Ｂ>ないし<Ｄ>，ｖ番<Ｇ>，ｖ番<Ｉ>及びｗ番<Ｌ>の計７筆の土地，売買協
定を締結したｖ番<Ｅ>，ｖ番<Ｈ>及びｗ番<Ｍ>の計３筆の土地は，甲プロジェクト用地の
中でも最も高額な土地であり，各土地及び同土地上の建物の買収金額の総額は合計
約９４億円にも達するところ，株式会社ａは，売買契約締結時に合計１億６４８６万円（売
買代金額の約２．４パーセント，正確には約１．７５パーセントである。）の手付金を支払
っただけで，売買協定の締結の際には支払をしておらず，その後の経緯を見ても，平成
６年に至ってｉリースからの融資金で例外的に買収できたｖ番<Ｅ>及びｗ番<Ｍ>の土地以
外は，売買代金をほとんど支払えないまますべて買収に失敗しているのであり，これら
の売買契約及び売買協定は，株式会社ａ側に資金調達の見込みが全くないままに締結
されたものであることは明らかである上，被告人においても，相当逼迫していた当時の
株式会社ａの財務状況等から，本件融資当時，新宿通りに面した各土地を株式会社ａが
現実に買収できる見込みがないことを認識していたことも優に認められるから，本件融
資当時において，被告人がｏ鑑定による評価額を採用できるなどと認識していたはずは
ない，というのである。
　しかしながら，関係証拠によれば，被告人から委託を受けたｊコンサルタントのｓらは，
新宿通りに面した土地の買収に努力し，ｖ番<Ａ>，ｖ番<Ｃ>ないし<Ｅ>，ｖ番<Ｆ>，<Ｇ>，ｗ
番<Ｌ>及びｗ番<Ｍ>の各土地について，平成３年９月から平成４年２月にかけて売買契
約を締結したり，買い受ける旨の合意（売買協定）を成立させていたのであるから，結果
として売買代金を支払えず買収に失敗しているとしても，それは，被告人の本件融資当
時の認識についての上記認定を左右するものとはいえない。
　(4)　そこで，これらを一体評価できるとの被告人の認識を前提に，その担保価値を検
討する。
　原判決判示のように，関係証拠によれば，被告人は，平成３年７月ころ，甲プロジェクト
用地のうち，原判決の別紙（三）表示の鑑定対象地について，ｏ不動産鑑定士に鑑定を
依頼したが，これによれば，同対象地の更地としての１平方メートル当たりの売却可能
上限価格は２３２０万円とされていることが認められる。
　そうすると，ｙ番<Ｘ>及びｙ番<Ｙ>の土地を除く担保④部分と担保②，③部分の担保価
値は，１平方メートル当たりの評価額２３２０万円に，実測面積２５９３．８３平方メートル
（担保②，③部分については，原判決認定の実測面積１９８３．１４平方メートルを用い，
これに，ｗ番<Ｊ>，<Ｏ>の実測面積３６８．７８平方メートルの共有持分約６分の５である３
０７．３１平方メートル，ｗ番<Ｕ>，<Ｖ>の実測面積１９８．４８平方メートルとｗ番<Ｑ>の公
簿面積１０４．９０平方メートルを加算したもの）を乗じた約６０１億８０００万円となり，ここ
から用地上に存するマンション居住者に支払うべき相応の立退料等を減じても，さらに
担保①部分については約２２７億４０００万円の担保価値があると認識していたのである
から，上記の担保権設定状況に照らして，本件融資金を担保することができることにな
り（なお，本件融資金の担保としては，この外にｙ番<Ｘ>，ｙ番<Ｙ>の土地があり，また甲ｘ
番<Ｗ>の土地がｉリースの融資の担保に供されている。），したがって，本件融資金は十
分に担保されているものと認識していた旨の被告人の弁解は排斥できないことになる。
　４　被告人の捜査段階の自白は十分信用できるとの主張について
　所論は，被告人は，本件融資当時，担保不動産について，公簿面積によって担保価
値を把握し，金融機関側から見た担保評価もしていたと認められる上，担保④Ａ部分に
つき，その虫食い状態が解消されて担保②及び③部分と一体評価が可能になる見込み
はなく，ましてやｏ鑑定の鑑定評価額を採用できるような用地買収はおよそ不可能であ
り，さらに，被告人がｂ株式会社に融資を申し込んだ際に甲プロジェクト用地全体を平均
した担保評価額をせいぜい１坪当たり約５４３６万円（１平方メートル当たり約１６４７万
円）としていたことも考慮すれば，被告人の捜査段階における供述は，その内容自体極
めて合理的かつ自然であり，その信用性は極めて高いというべきである，というのであ
る。
　しかしながら，原判決判示のとおり，被告人は，捜査段階において，担保①ないし④部
分の土地の担保評価に関して，「甲プロジェクト用地の担保評価額については，ｉリース
と最初に交渉したときはＢ価（私は，Ｂ価という意味を，金融機関から見て融資可能な評
価，すなわち担保評価額と同じ様な意味として使っていました。）を１坪当たり５０００万
円位，ｂ株式会社に融資を申し込んだときは１坪当たり約５４３６万円としていたが，これ
は全体の買収が完了し一体となることを前提として，それを平均した担保評価額であっ
た。本件犯行当時，担保①部分ないし担保④部分の土地は一体化しておらず，それぞ
れ場所や地形に違いがあり，更地か否かの点でも大きな差があったので，平均５４３６
万円というのは一応の参考程度で，各ブロックごとに評価を個別的に考える必要があっ
た。担保①部分の土地については，ｈ抵当信用が依頼した鑑定から考えて，掛け目９割



の坪当たり約５５００万円（１平方メートル当たり１６７０万円）が担保評価としては妥当
で，実測面積３２８坪を乗じ，全体として約１８０億円になる。担保②，③部分ほかの土地
（自白調書中では，『凸部分』と表現されている部分）については，新宿通りに接するも
のの，その間口が狭く奥の方が広い土地で，地形的にも利用方法が制限されることなど
から，せいぜい担保①部分と同程度の評価をすると思う。妥当な担保価値は合計約３５
５億円ということになる。担保④部分のうち，私道の北側の土地（ｙ番<Ｘ>，<Ｙ>）は，担保
②部分の土地と一体化していないため担保評価の対象に入れてなかった。私道の南側
の土地（ｗ番<Ｊ>，<Ｏ>，<Ｕ>，<Ｖ>）も，担保②部分の土地と一応は一体評価が可能だ
が，地形上のマイナスがあり，しかもｗ番<Ｊ>やｗ番<Ｖ>の土地上にアパートが建ってお
り，その共有持分が取得未了であることや，立ち退き交渉が未了で更地でなかったこと
などから，担保②部分の土地の半分以下の担保評価坪当たり２５２５万円と評価されて
もやむを得ない。実測で約１７１坪なので，約４３億円以下の評価ということになる。担保
①ないし担保④部分合計で約５７８億円であった。」旨供述し，本件融資が担保不足で
あったことを認める供述をしている。
　しかしながら，被告人の自白には，原判決指摘のように，以下のような問題があり，こ
れをそのまま信用することには躊躇を感じる。
　ア　被告人の自白調書では，担保①部分について，実測面積が３２８坪とされている
が，上記認定のとおり，担保①部分の実測面積は１２２９．３２平方メートル（約３７１．８
坪）であって，３２８坪（約１０８４平方メートル）というのは公簿面積であると認められる。
また，担保②，③部分ほかの土地（凸部分）について，その担保価値が約３５５億円とな
るのは，当時いまだ所有権を取得していなかったｗ番<Ｓ>，ｗ番<Ｔ>の土地を含めた公
簿面積によると推認されるところ，他方，被告人の自白調書中ではｗ番<Ｊ>，<Ｏ>，<Ｕ>
及び<Ｖ>の土地については，実測面積によって担保価値を計算しているから，結局，被
告人の自白は，公簿面積によるものと実測面積によるものとが混在している上，いまだ
所有権を取得していなかったｗ番<Ｓ>，ｗ番<Ｔ>の土地をも担保物件に含めて評価して
いることになるなど，明らかに不合理な点が認められる。
　このように被告人の自白調書には，初歩的な誤りがあるのであって，担保評価に関す
る部分については，被告人が自ら供述したというよりは，取調官に誘導されるがままに，
これに異を唱えなかったにすぎないのではないかとの疑念を生じさせるというべきであ
る。
　イ　被告人の自白によれば，担保④部分のうち，私道北側の土地（ｙ番<Ｘ>，ｙ番<Ｙ>）
は，担保②部分の土地と一体化していないため担保評価の対象に入れていなかったと
されているが，これらの土地が担保②及び担保③部分と比較して，その評価額が大幅
に減価されることは当然であるとしても，できる限り多くの融資を受けたいと考えている
被告人が，担保評価の対象に入れていなかったというのは，いかにも不自然で不合理
である。
　ウ　前記認定のとおり，被告人は，平成３年７月，ｏ不動産鑑定士に依頼して甲プロジ
ェクト用地全体，及び担保②ないし担保④部分を含む原判決の別紙（三）の鑑定対象地
について，鑑定評価を実施しているのであるから，被告人の本件融資当時における担
保②ないし担保④部分の担保価値に関する認識は，当然ｏの鑑定を意識したものとなる
はずであるのに，被告人の自白調書にはｏ鑑定に触れた供述記載がなく，この点におい
て，いささか不自然な感を免れない。
　以上のとおり，担保評価に関する被告人の自白には不自然，不合理な部分があり，被
告人の当時置かれた立場からは，触れるのが自然であると考えられる事項について，
全く記載がなされていないなどの事情があるので，これに高度の信用性を置くことには
躊躇を感じざるを得ない。
　第３　Ｙの任務違背に関する被告人の認識について
　所論は，原判決が，「本件融資当時，被告人がＹの任務違背を認識していたとするに
はなお合理的な疑いが残る。」と認定したのは誤りである，と主張し，その理由とし
て，(1)　Ｙの任務違背に関する被告人の認識を判断する上で重要な前提事実として，被
告人はＹの任務の重要性を認識していた上，ｂ株式会社の株式会社ａに対する融資に
関し有利な取り計らいを受けたいとの意図で，Ｙと癒着していたこと，(2)　被告人は，Ｙが
本件融資に係る稟議資料の作成に当たって株式会社ａの便宜を図っているものと認識
していたこと，(3)　被告人は，Ｙが自己の働きかけに応じてくれたことにより本件融資が
実行されたものと認識していたこと，(4)　被告人は，Ｙが融資金の使途管理を怠ったこと
が任務に違背するものであると認識していたこと，(5)　被告人の捜査段階の自白は十
分信用できること，を指摘している。
　１　Ｙの任務違背に関する被告人の認識を判断する上で重要な前提事実について



　所論は，本件当時，被告人が，ｂ株式会社から融資を受けるためには，同社の株式会
社ａ担当者として，担保査定や上司への報告などの融資業務を直接担当していたＹの役
割が極めて重要であることを明確に認識していたのは明らかであり，また，被告人は，ｂ
株式会社の株式会社ａに対する融資に関し有利な取り計らいを受けたいとの意図で，Ｙ
と癒着していたことも明らかであるのに，原判決は，「検察官が指摘するように，被告人
は，Ｙに対して，１億８０００万円もの無担保融資を行うなど，金融機関の融資担当者と
取引先という関係に照らして，到底許されない癒着関係にあった。」旨判示するのみで
あり，このことが，Ｙの任務違背に関する被告人の認識，さらには，被告人とＹとの共謀
に関する原判決の認定の誤りに大きく影響している，というのである。
　関係証拠によれば，Ｙに対し，株式会社ａから，株取引による損失補てん等の資金とし
て，平成２年２月１４日に１億円，同年４月２７日に５０００万円，平成３年８月２０日に３０
００万円を無担保で貸し付けているほか，餞別，昇進祝い等として平成２年１０月から平
成４年５月までの間に合計３５０万円が贈与されているが，これらの貸付け等が本件融
資をｂ株式会社から引き出すために行われたと認めるに足りる証拠はない。被告人も捜
査段階において，「ｂ株式会社からの融資もどんどん増加していた時期で，個人的に株
式会社ａが所有していた不動産の売却先を紹介してくれたり金融機関も紹介してもらっ
ていたことで，日頃から非常にお世話になっているＹさんに対しては，やはり何かこちら
からもお礼をしなければならないと思っていたときに，１億円の借入れを申し込まれた記
憶です。・・・ａリースからの貸付けをリベートとして融資を引き出したわけではありません
ので，その点だけは理解してもらえると幸いです。」と述べているのである。
　２　被告人は，Ｙが本件融資に係る稟議資料の作成に当たって株式会社ａの便宜を図
っているものと認識していたとの主張について
　所論は，原判決が，「Ｙは，役員協議会に提出する稟議資料に，担保を水増しするなど
虚偽ないし誇張した内容の事項を記載していたが，被告人が本件融資を受けるに当た
り，これを認識していたと認めるに足りる証拠はない。」と判示したのは皮相な判断であ
り，誤っている，と主張する。
　関係証拠によれば，原判決判示のとおり，Ｙが，ｂ株式会社の役員協議会の決裁を通
りやすくするために，本件融資の可否を決定する役員協議会に虚偽ないし誇張した内
容を記載した稟議資料を提出したことが認められるが，被告人が本件融資を受けるに
当たり，これを認識していたと認めるに足りる証拠はない。被告人は捜査段階におい
て，これを認識していなかった旨供述しているのである。所論指摘の被告人の同調書中
の「私もある程度，Ｙが融資の稟議を通すために，私の希望的な話にすぎないことを，稟
議資料にオーバーに記載しているであろうことは予想していた。」旨の供述記載も，被告
人の認識を認める根拠として不十分といわなければならない。
　３　被告人は，Ｙが自己の働きかけに応じてくれたことにより本件融資が実行されたも
のと認識していたとの主張について
　所論は，本件融資は，継続融資ではなく，被告人がその都度Ｙに働きかけ，これにＹが
応じてくれたことによって実行されたものであり，原判決が，「被告人において，本件融
資が，殊更Ｙが便宜を図ってくれたために可能となったとの認識をもたなかったとしても
不合理ではない。」旨認定したのは明らかな誤りである，と主張する。
　関係証拠によれば，ｂ株式会社が甲プロジェクトに関し，株式会社ａに資金を融資する
ようになった経緯について，原判決判示の事実を認めることができる。すなわち，
　(1)　被告人は，平成３年５月ころ，今後の事業展開についてｂ株式会社の常務取締役
Ｐ２と相談するなどして，乙プロジェクトを一時中断し，甲プロジェクトと丙プロジェクトに
資金を集中することもやむを得ないと考えるに至ったが，そのころ，株式会社ａを訪れた
Ｙに対し，甲プロジェクトは買収が進んでいるのに，ｉリースが基本協定を締結していなが
ら貸し渋っているため困っている，などと説明した上，ｂ株式会社が甲プロジェクトに融資
してくれないかとの打診をした。
　(2)　その後，被告人は，同年６月中旬ないし下旬ころ，Ｙに対し，甲プロジェクトについ
て，買収交渉は順調に進み，年内には買収完了見込みであること，しかし，ｉリースが基
本協定を締結していながら，追加資金の融資を渋っており，融資上限を設けると主張さ
れて困っていること，資金調達が大変で，自分の法人税法違反事件の裁判のこともある
ので，買収の遅れている乙プロジェクトを一時凍結して，甲プロジェクトと丙プロジェクト
に力を注ぎたいこと，丙プロジェクトはｅ銀行がメインで今後も融資してくれるので，ｂ株
式会社には乙プロジェクトの融資枠を甲プロジェクトに回して融資して欲しいこと，甲プロ
ジェクト全体で約１３００億円の資金が必要であり，調達の目処がついている約５００億
円を除いて残り８００億円が必要であることなどを説明して，融資の依頼をした。これに
対し，Ｙは，即答を避け，被告人に，直接Ｐ２に説明してもらうよう依頼した。



　(3)　この間，Ｐ２は，同年５月ころ，Ｙから被告人の意向を聞くなどし，被告人の意向に
沿いたいと考え，同月下旬ころ，ｆ銀行出身のＰ３総合企画部長，Ｐ４業務推進部長，Ｐ５
財務部長の意見を聴取した。その結果，Ｐ２は，株式会社ａはプロジェクトを絞るほかな
いと考えたが，同年６月２８日ころ，ｂ株式会社を訪れた被告人から，「甲プロジェクトは，
ｉリースとその後も強い姿勢で交渉しているが，基本協定書を出しておきながら資金を出
してくれず，４２０億円で融資ストップと言ってきており，大変困っている。自分自身の法
人税法違反の裁判のこともあるし，甲プロジェクトと丙プロジェクトについては買収交渉
も順調に進んでいるので，年内にはどちらも地上げを完了したいと考えているが，今の
ような金融引き締め状況では，三つのプロジェクトを同時並行で進めることは難しいこと
がよく分かった。乙は地上げ交渉が一番遅れているし，ｂ株式会社も毎月大きな額の資
金を出すのは難しいということなので，乙は当分の間凍結し，甲プロジェクトと丙プロジェ
クトを先に仕上げようと思う。どちらか一つでも仕上がれば，資金の回転もぐんと楽にな
る。丙プロジェクトは，今後もｅ銀行が出してくれることになっているので，ｂ株式会社に
は甲プロジェクトに資金を出して欲しい。ｉリースとは基本協定書があるので，今後も強気
で交渉するし，並行して抵当証券による資金集めについてもいろいろと当たりをつけて
いるところであり，それまでのつなぎを是非ｂ株式会社にお願いしたい。」などと，乙プロ
ジェクトを当分の間凍結し，その分を甲プロジェクトへ融資することを依頼された。Ｐ２
は，被告人の依頼の趣旨をｂ株式会社の代表取締役社長のＰ６に報告し，受け入れる
方向で対処したいと具申した。
　(4)　その後，被告人は，同年７月１０日ころ，ｂ株式会社を訪れ，直接Ｐ６に対して，甲
プロジェクトの概要を説明した上，６月２８日ころにＰ２にしたのと同様の内容を述べて，
甲プロジェクトへの融資を依頼するとともに，ｉリースが融資を再開するまで，できるだけ
多くの融資を受けたいが，取りあえずとして，１００億円の融資を希望した。
　(5)　Ｐ６は，被告人が帰った後，被告人の依頼を受け入れ，乙プロジェクトを当分凍結
して，その分の資金を甲プロジェクトに回すようにとＰ２に指示した。そして，Ｐ６とＰ２は，
当時，ｂ株式会社も資金調達が厳しくなっていたので，被告人から依頼のあった１００億
円は，７月と８月の２回に分けて５０億円ずつ融資することを決めた。
　(6)　その後，Ｐ２は，平成３年７月１６日，ｂ株式会社の創立１５周年パーティーに被告
人が出席してくれたことへの返礼に株式会社ａを訪れた際，被告人に対し，甲プロジェク
トへの融資の内諾と，７月と８月に５０億円ずつを融資することを伝えた。なお，Ｐ６及び
Ｐ２は，その後，株式会社ａに対し，いつまで，どれくらいの額を融資するのかについて
は，具体的に考えていなかった。
　上記認定の事実によると，Ｐ６らが甲プロジェクトへの融資を決断した時点で，同人らと
しては，その後，株式会社ａに対し，いつまで，どれくらいの額を融資するのか，という具
体的な内容までは決めていなかったものの，その後も同プロジェクトに関し，可能な範囲
で融資することを想定していたものと認めるのが相当である。Ｐ２は，検察官調書におい
て，「乙プロジェクトの進行を一時凍結し，その資金枠を甲プロジェクトに回すことに決め
ました。」，「新しいプロジェクトへの融資であり，今後しばらく継続的に大きな額を融資し
ていくことになる。」旨の供述をしており，被告人においても，甲プロジェクトに対する継
続融資であることを認識していたものと認められるのである。
　そして，被告人は，原審公判において，「本件融資を受けるに際し，Ｙがその任務に違
背しているとの認識はなかった。」旨供述しているところ，①　上記認定のように，Ｙは，
役員協議会に提出する稟議資料に，担保を水増しするなど虚偽ないし誇張した内容の
事項を記載していたが，被告人が本件融資を受けるに当たり，これを認識していたと認
めるに足りる証拠はないこと，②　ｂ株式会社は，株式会社ａを拠点会社と位置づけ，営
業戦略上最重要の取引先としていたこと，ｂ株式会社においては，Ｐ６とその部下である
Ｐ２は，強い発言力を有しており，融資の可否を決定する役員協議会でも，Ｐ６らの意向
が強い影響力をもっていたのであり，これらのことは，被告人も，ｂ株式会社との取引を
通じて，認識していたものと推認できること，③　被告人は，本件融資を受けるに当た
り，Ｐ６及びＰ２に対し，直接甲プロジェクトの概要やｉリースとの関係を説明した上，乙プ
ロジェクトの資金を甲プロジェクトに回して欲しいと述べて融資を依頼し，その基本的な
了解を得たこと，その際，平成３年７月及び８月に実行された１００億円のほかに，その
後も可能な範囲で融資がなされることは，Ｐ６，Ｐ２及び被告人間の了解事項であったこ
と，などを併せ考慮すれば，被告人において，本件融資は，Ｐ６やＰ２の判断とこれに基
づくｂ株式会社の方針によりなされたものであると考え，殊更Ｙが便宜を図ってくれたた
めに可能となったとの認識を持たなかったとしても，必ずしも不合理といえない。その旨
の原判決の認定は相当であり，所論は採用できない。
　４　被告人は，Ｙが融資金の使途管理を怠ったことが任務に違背するものであると認識



していたとの主張について
　所論は，Ｙが本件融資金の使途管理を怠ったことについて，被告人がＹの任務違背を
認識しなかったとしても不合理とはいえないとした原判決の認定は誤りである，と主張す
る。
　関係証拠によれば，Ｙは，ｂ株式会社の融資担当者として，融資後，契約書や登記簿
謄本を徴するなどして，株式会社ａが融資金を約定どおり使ったのか管理すべきであっ
たのに，Ｙは，このような使途管理は全くせず，結果として，株式会社ａが，甲プロジェクト
資金として融資を受けた本件融資金を，同社の利払い，運転資金等として費消すること
を防げなかったことが認められる。
　このようにＹが本件融資に関し，その資金使途管理を怠っており，被告人も当然これを
認識していたものと認められるが，他方，株式会社ａは，ｂ株式会社から融資を受けた
際，従前もＹ等ローン開発部の担当者から売買契約書の提出等の使途管理を受けたこ
とがないことが認められるから，被告人が殊更この点をＹの任務違背だと認識しなかっ
たとしてもあながち不合理とはいえない。被告人は，捜査段階において，「ｂ株式会社は
甲プロジェクトの買収資金として融資をしていると思いますが，使途の具体的説明を求
めたり，事後的に調査するという使途管理は全くなかった。」旨，原審公判においても，
「本件融資の場合に限らず，ｂ株式会社との融資取引において，融資金の使途を管理さ
れたことはない。」旨供述しているのである。
　所論は，過去のｂ株式会社の株式会社ａに対する融資の際，多くの場合に担保権が設
定されているから，ｂ株式会社の株式会社ａに対する事業ローン融資について，従前か
ら使途管理が全く行われていなかったとする原判決の認定は誤りである，と主張する
が，担保権の設定がどうして直ちに資金使途を管理していたことになるのか分明でない
し，本件融資においても担保権設定はなされているのであるから，所論の指摘は当を得
ない。
　５　被告人の捜査段階の自白は十分信用できるとの主張について
　所論は，Ｙの任務違背を認識していた旨の被告人の自白は，本件融資当時の被告人
の認識として極めて自然かつ合理的なものであり，その信用性に何ら疑問の余地はな
い，というのである。
　被告人は，捜査段階において，「株式会社ａの財務状況や決算内容の実態をよく知っ
ていたＹさんが，そのことを上司に正確に報告していたら，まず甲プロジェクトへの融資
は無理だったと思いますし，買収の見込みをきちんと調査して抵当証券化の話なども相
手に確認すれば，いずれも話だけで具体的には何もないこともはっきりしていたと思い
ますので，その点も手を抜いていたことは分かっていました。また，資金使途管理につい
ても，ｉリースのようにきちんとやられたらほとんど融資は受けられなかったと思います。」
と供述し，Ｙの任務違背を認識していた旨の自白をしている。
　しかしながら，原判決が判示するように，上記のとおり，本件融資当時，被告人として
は，本件融資は，Ｐ６やＰ２の判断とこれに基づくｂ株式会社の方針によりなされたもの
であると認識していた上，従前もｂ株式会社から融資金の使途管理を受けたことはなか
ったことを考慮すると，被告人において，Ｙが本件融資に際し，株式会社ａや被告人のた
めに殊更便宜を図ってくれていると考えていたとするには疑問の余地があるといわなけ
ればならず，被告人の上記自白は，これをそのまま受け入れることはできない。その旨
の原判決の判断に誤りはない。
　第４　被告人とＹとの共謀について
　所論は，原判決は，被告人がＹとの間で，同人の特別背任について，共謀を遂げたも
のとは認め難いと判示しているが，被告人及びＹは，それぞれ，損害の発生及び任務違
背を十分認識しつつ，同様の図利目的の下，互いに意思を通じて共謀を遂げた上，本
件融資の実行に及んだことが明らかであるから，被告人とＹとの共謀を否定した原判決
の認定は誤りであるとし，その理由として，被告人は，ｂ株式会社におけるＹの役割の重
要性を認識して，ｂ株式会社の株式会社ａに対する融資に関し有利な取り計らいを得た
いとの意図の下に，Ｙに対し，多額の金品を贈与し，合計１億８０００万円を無担保で貸
し付けるなど，Ｙとの甚だしい癒着関係を築いた上，それによりＹが被告人に対し恩義あ
るいは負い目を感じていることを十分認識しながら，株式会社ａあるいは被告人の利益
を図るため，回収が危ぶまれ担保もない本件融資が実行されるように，Ｙが担保評価や
稟議書類の作成などにおいて株式会社ａに有利に取り計らってくれることを期待して，本
件融資の実行をＹに働きかけたのであるから，本件は，正に，被告人が，Ｙとの癒着関
係に乗じ，それを利用して影響力を行使し，融資を実行させた事案というべきであり，被
告人には，Ｙの背任行為に対する共同加功の意思が優に認められ，また，被告人は，Ｙ
が被告人に対し恩義あるいは負い目を感じていることに乗じて本件融資の実行を働き



かけたのであるから，Ｙの図利目的，すなわち，Ｙが株式会社ａ及び被告人の利益を図
り，かつ，株式会社ａが倒産して被告人との癒着が発覚することを回避する自己保身を
図る目的で，その任務に違背して本件融資を実行したことも認識していたものと認めら
れる，と主張する。
  しかしながら，関係証拠を検討すると，原判決が，被告人がＹとの間で，同人の特別背
任について，共謀を遂げたものとは認め難いと認定したのは正当である。すなわち，
　(1)　Ｙは，本件融資当時，株式会社ａの財務状況が逼迫していたこと，資金調達の見
通しが立たなかったことから，甲プロジェクトの完成は困難であったこと，本件融資に際
し株式会社ａから徴求した担保では，平成３年１１月１日に実行された２０億円の融資か
ら，実質的に担保不足あるいは無担保となること，したがって，本件融資金のうち，同２
０億円以降のものは，株式会社ａに返済能力がなかったことを認識しながら，役員協議
会に提出する稟議資料に，担保価値を水増しするなどの虚偽ないし誇張した内容を記
載するなどして，自己の任務に違背した上，本件融資を実行したものであり，その結果，
ｂ株式会社に財産上の損害を与えたものである。また，このように，Ｙが自己の任務に違
背してまで，株式会社ａに本件融資を受けさせたのは，被告人から１億８０００万円もの
無担保融資を受けていたことなどから，その恩に報いるため，株式会社ａの利益を図ろ
うとしたものと認められる。
　(2)　被告人は，本件融資当時，株式会社ａの財務状況が逼迫していた上，資金調達
の確実な見通しが立たなかったことから，甲プロジェクトの完成は相当の困難を伴うこと
を認識していたことは認められるが，他方，本件融資に際しｂ株式会社に提供した担保
に不足があるとは認識しておらず，本件融資は，Ｐ６やＰ２の判断とこれに基づくｂ株式
会社の方針によりなされたものであると認識するとともに，Ｙが本件融資に際し，株式会
社ａや被告人のために，自己の任務に違背してまで便宜を図ってくれているとは考えな
かったものである。確かに，所論が指摘するように，被告人は，Ｙに対し，１億８０００万
円もの無担保融資を行うなど，金融機関の融資担当者と取引先という関係に照らして，
到底許されない癒着関係にあったものであり，本件融資当時，被告人がＹに対し心理的
に優越的な立場にあったことは明らかであるが，本件においては，被告人がこのような
立場を殊更利用して，Ｙに融資を迫ったことを認めるに足りる証拠はない。
　(3)　そうすると，被告人がＹとの間で，同人の特別背任について，共謀を遂げたものと
は認め難いといわなければならない。
　第５　結論
　以上検討したところによれば，被告人がＹの行為の任務違背性を認識していたとまで
認めることはできない上，被告人とＹとの間で特別背任の共謀が成立したとも認められ
ないから，本件特別背任の公訴事実について，犯罪の証明がないとして，無罪を言い渡
した原判決の認定判断に，所論のいうような事実誤認は認められない。
　論旨は理由がない。
　よって，刑事訴訟法３９６条により本件控訴を棄却することとして，主文のとおり判決す
る。
　　平成１３年１１月２６日
　　　　東京高等裁判所第５刑事部

　　　　　　　　裁判長裁判官　　　高　　橋　　省　　吾

　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　本　　間　　榮　　一

　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　山　　田　　耕　　司


